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4．国際条約に よ る証書に関する規則にお け る改正 点の解説

　　　　　　　　（条約証書の 有効期間関連）

1．は じ め に

　2002年 2 月 2  目付規則第 2 号 〔目本籍船航用 ） に よ り、

国際条約 に よ る 証書 に 関する 規則 の 条約証書 の 有効期間に

関す る規定の
一

部が 改正 され た 。 以 下、改 正 され た 内容 に

つ い て 解説 す る u

2．改正の背景

　現行の 「国際 条約 に よ る証 書 に 関 す る規則」第五 条
一
項

は、SOIAS 条 約 88PROTOCOL （検 査 と 証 書 の 調和 シ ス テ

ム ）発効後も4年制船舶を適用 対象に含ん で い た た め （1）

貨 物 船 安全 構 造 証 書、（2）国 際 満 載 喫 水 線 証 書 と して 各証

書 の 有効期間 を個 々 に 規定 して い た 。 2001 年 11 月を も っ

て 、日本籍船舶の 検査 証書の 4年 か ら 5 年 へ の 有効期間の

移行が 完了 し、日本籍船舶 の 貨物船安全 構造 証書、貨物船

安全 設備証書及び 国際満載喫水線証書 の 有効期間が 全 て 第

五 条第 項 主文 の とお り 「交付 の 凵か ら船舶検査証書 の 有

効期間が 満了す る 日 まで 」 とな る 。よっ て 、上 記 五 条
一

項

の うち （1）貨物船安全 構造 証書 及 び （2）国際 満載喫 水線

証書 を削る。

3．改正の内容

五条
一

項の うち （1）貨物船安全構造証 書及 び （2）国 際満

載喫 水線証 書 を削 る 。

5．鋼船規則 B 編及び同検査要領 に お ける改正 点の 解説 （船級検査関連）

1．は じめ に

　2001 年 4 月 10 日付 Rule　No ，4 （外国籍船舶用 ） 並 び に

2001 年 7 月 18 日 付規則第 39 号 （日 本籍船舶用）並 び に

2001 年 4 月 10 日 付 Notice　No ．14 （外国籍船舶用）並 び に

2001年 7 月 18日付 達 第 41号 （日本 籍 船 舶 用）に よ り、鋼

船 規 則 B 編 及 び 同検査 要 領 の 船級 検 査 に関 す る要 件 が
一

部

改正 さ れ た。以 卜
．
、改止 さ れ た規則 に つ い て 解説 す る。

2．改正 の 背景

　2000 年 12月 27 日付 Rule　No．59及 び Notice　o54 に よ り

鋼船規則 B 編 （外国籍船舶用）（以 下、英文規則 とい う。 ）

の
一一

部が 改正 され、英文 規 則 に 規定 され る 船 級検査 の 要件

に も 「検査 と証 書 の 調 利 シ ス テ ム （the　Harmonized　System

of　Survey　and 　Certification＝HSSC ）」の 概 念が取 り入 れ ら

れ た 。 （日本海事協会会誌第 251号参照 ）

　同改正 に よ り、ご く一部の 要件 を除 き、基本的に 英文規

則 と鋼船規則 B 編 （日本籍船舶用）（以 ド、利文規則 とい

う。）とで 要件 の 整 合 が 図 られ た 。

　 しか し、そ れ ぞ れ の 規則 は、永年に わ た り別 個 に 繰 り返

し改 正 が 行 わ れ て きた た め 、両 方 の 規 則 の 要件 で 細 か な編

集上 の 不 整 合 が残 され て い た。

　今回、こ れ ら編集 トの 不 整合を改 め る と共 に B 編 全体の

見直 し を行い 、現行規定巾の 不備 又 は 不 明確な 要件 に つ い

て も改止 を行 っ た 。

3．改正 の 内容

3．1 鋼船 規 則 B 編一
部改 正

3．1．11 ．1．3−1 （3） に つ い て

　従前か ら定期検査 の 実施 の 方法 と して 、4 回 目の 年次検

査 の 時 期か ら開始 し、船 級 証 書 の 満 了 日まで に完了 す る こ

と が で きる と い う所 謂 コ メ ン ス
ー

コ ン プ リ
ー

ト方 式 を適用

す る 場合 の 規定が 定め られ て い た。し か し、B 編 1．1．4−1 に

は 、定期検査 の 繰上げ受検 が 認め られ て お り、4 回目の 年

次検査 の 時期 よ り離に定期検査 を繰上 げて 開始す る こ とが

で き る が、こ の よ うに定期検査 を繰 上げて 開始 した場合 に

お ける 同検査の 完了 に 関する 要件 が不明確 で あっ た 。

　今回、定期 検査 を 4 回 目の 年次 検査 の 時 期 よ り前 に 繰 上

げ て 開 始 した場 合 、定期 検 査 は 、同検 査 を開始 した 凵か ら

15ヶ 月 以内に完了 しな けれ ば な らな い こ と を明 記 した，，

3．1．2　4．2．6 に つ い て

　表 B4．4 に つ い て 、次の 改正 を行 っ た 。

（1） 和文規則中、油 タ ン カー
及 び 危険化学品ば ら積船 に

　　 対す る 中間検 査 の 板厚計測 の 要件か ら管 装 置 に対す

　　 る要 件 が 脱 落 して い た。今 回、英 文規 則 と整 合 を 図

　　 り、和 文規 則 に も1司妛件 を加 え た。

（2） ば ら積 貨 物 船 に対 す る 中 間 検 査 の 板 厚 言1．測 の 要 件 か

ら倉 口 著及 び 倉口 縁材 に 対す る 板厚計測 が 脱落 して

い た。今 回、建造後 5 年 を超 え る ば ら積貨物船 に対す

る 中間検査 の 板厚計測 の 要件 に 倉 rl蓋及び 倉 口縁材

に対す る板厚計測 の 要 件 を加 え た。
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（3）　木材運 搬船 に 対
．
す る 中間検 査 の 板厚計測の 要件 か ら

　　 バ ラ ス トタ ン ク内の 構造部材 に 対する板厚計測の 要件

　　 が 脱落 して い た 。 今回、建造後 5年 を超 え る 木材 運 搬

　　 船 に 対す る 中間検査 の 板厚計測の 要件 に バ ラ ス トタ ン

　　 ク 内の 構造部材 に対する板厚計測 の 要件 を加 え た 。

3．1．3 　5．1．1−1 につ い て

　 従 前、定 期 検査 の 開 始 す る 場 合 の 最低 要件 が 定 め ら れ て

い なか っ たため、規則上、非常 に簡易な検査 で も定期検査

を開 始する こ とが で きた 。

　
一

方、B 　“M　1．1．3−1（3）（b）の 規 定 に従 い 4 回 目の 年次検企

の 時期から定期検査 を開始す る場合、B 編 1．1，4−3（1）の 規

定 に よ り、下 位の 検査で ある 年次検査の 省略が 認め られ る。

　 しか し、そ もそ も当該時期 に は 年次検査 で 要求 さ れ る 検

査内容が確認 され なけれ ば な らず、実効上、年次検査を下

回る 検査内容 で 年次検査 を代替す る こ とは 適切 で な い 、、

　 よ っ て 、今 回、定期検査 を開始する 最低要件 と し て 、少

なくと も年次検査 を行うこ と を明記 した 。

3．1．4　5．2．5に つ い て

　IACS 統
一

規則 （UR 　ZIO．2）の 要件に従い 、ば ら積貨物

船の 定期検査 に お け る 精密検査 の 対象部材で あ る 倉内肋骨

に 係 る要件 を 「すべ て の 貨物倉内の 端部肘板 を含む肋骨全

体」か ら 「すべ て の 貨物倉内の 端部肘板及び 該部の 船側外

板 を含む すべ て の 倉内勘骨全 体」 に 改め た 。

3．2　鋼船 規 則検査要領 B編一部改正

3．2．1　 B1．1．3−1 に つ い て

　 従 前 の 規 定 で は 、年 次 検査 又 は 中 間検 査 を繰 上 げ て 実 施

した場合、要領 Bl．L3 −1 の 規定 に よ り図 1 に示す よ うに 定

期検査 の 開 始か ら完了 まで の 間 隔 が 非常 に制限 され る こ と

に な っ て い た 。こ れ は 制 定当時、で きる 限 り船級 証 書 の 更

新 日 を変更する こ とな く同証書 の 有効期間を有効 に活用 で

きる よ う配慮 して 定め られ た もの で ある が、実際的に は定

期検査 の 柔軟な実施 を 阻害する 場合が 少 な くな か っ た 。

　今 回、定期検査 の 開始の 時期を年次検査 又 は 中問検査を

繰上 げて 実施 した場合 に発 生 する新 た な検査基 準 日か ら切

り離 し、年次検査 又 は 中聞検査 を繰 Lげ て 実施 した場合 に

も定期検査 は、最大 15 ヶ 月か けて 分割実施する こ とが で き

る よ う要件 を改 め た。（図 2及 び 図 3参照 ）
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